い監査第119号
令和８年２月２５日

いなべ市長　日沖　靖　様

いなべ市監査委員　　小川　和幸
いなべ市監査委員　　出口　日佐男
令和７年度定期監査（公立認定こども園）の結果報告について（報告）

　地方自治法第１９９条第４項に基づき、公立認定こども園全４園の定期監査を実施したので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。

令和７年度

定期監査結果報告書

（公立認定こども園）

いなべ市監査委員
定期監査結果報告書

第１　監査実施年月日及び監査対象

	実施年月日
	公立認定こども園
	担当部課

	令和８年１月２８日
	笠間こども園　員弁東こども園
治田こども園　ふじわらこども園
	健康こども部　保育課


第２　監査概要　

１　監査種別

地方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査

２　主な着眼点

（1）人員配置は適正か。職員の時間外勤務時間及び休暇取得状況は適正か。
（2）予算の執行状況について、支出は経済的で効果的に行われているか。
（3）施設、設備及び遊具の安全対策、災害発生時等の危機管理の対応について。

３　監査方法

園長から提出された資料及び提示のあった関係諸帳簿等の監査及び関係職員から聴取し、監査を実施した。

第３　監査結果

１　監査結果

事務の執行等については、おおむね適正であり、予算の執行も関係諸帳簿等の管理もなされていた。
また、各こども園とも休暇の取得や、適正な人員配置、担当部局との連携もなされている。監査の過程において気付いた事務処理上の軽易な事項については、その都度口頭により善処方を指示した。
　２　指摘事項
　　　　特になし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　公立認定こども園の状況　　　　　　　    　　（令和８年１月１日現在）

　(単位：人)
	認　　　定
こども園名
	定　員
	０歳児
	１歳児
	２歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	計

	治　　田
こども園
	90
	３
	４
	12
	18
	19
	９
	65

	員 弁 東
こども園
	150
	１
	６
	８
	44
	56
	47
	162

	笠　　間
こども園
	150
	３
	11
	13
	36
	29
	28
	120

	ふじわら
こども園
	140
	３
	12
	21
	32
	17
	30
	115

	合　　　計
	530
	10
	33
	54
	130
	121
	114
	462


４　所感
（1） 各こども園の保育士の配置は適正であると認められた。しかしながら、会計年度任用職員として勤務する保育士の時間外勤務が散見されるため、計画的な勤務管理を行えるよう努められたい。また、年次有給休暇の取得は、園長及び主任保育士の取得が少ないことについて、健康管理の面から計画的に取得を促すよう心掛けていただきたい。
（2） 各認定こども園の安全対策は、遊具等の定期点検、消火器、ＡＥＤ等の備品の定期点検を実施している。不具合や修繕か所は担当課へ報告され、情報共有ができていることが認められた。
また、防災訓練（避難訓練）及び不審者対策としての防犯訓練等は、対応マニュアルに基づき実施されており、平時からの備えができていることが認められた。
（3） 予算の執行状況については、各認定こども園の支出負担行為伺書兼支出命令書の支出件名についての表記を、各認定こども園を通じて統一を図るほか、消耗品、賄い材料等の支出関係証拠書類（請求書（写し））等は適正に整理されていた。
（4） 人形劇観劇代、遠足代等こども園の行事に係る費用を保護者から集金袋で徴収していることについて、集金袋による現金の取扱いは、職員の負担と取扱い上の配慮が必要である。事務の簡略化を図るなど職員の現金取扱いを軽減することに、行事に係る費用は保護者負担にならないよう検討していただきたい。

また、それらの事務取扱及び保護者負担について、公立認定こども園と私立認定こども園との間で協議をしていただくことをお願いする。

以上

